
 

 

(議会報告用) 

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」におけ 

る健全化判断比率及び資金不足比率の公表について 

 

                      山形県金山町 

Ⅰ．監査委員の審査及び議会への報告について 

各指標の算定につきましては、総務省から示された令和３年度決算における算定方

法及び算定様式に基づき比率を算出し、算定の基礎事項を記載した書類について監査

委員から審査していただき、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成１９年

６月２２日法律第９４号)第３条第１項により、監査委員の意見を付して９月７日に

議会へ報告いたしました。 

 

Ⅱ．令和３年度決算における健全化比率、資金不足比率について 

健全化判断比率【( )は早期健全化基準比率】 

 ①実質赤字比率    実質赤字なし (１５．０%) 

②連結実質赤字比率  実質赤字なし (２０．０%) 

 ③実質公債費比率      １０．２%  (２５．０%)   前年度対比▲ ０．１% 

④将来負担比率       ９．０%  (３５０．０%) 前年度対比▲３２．７% 

            

資金不足比率【早期健全化基準比率２０%】 

  ①水道事業会計             資金不足なし 

  ②公共下水道事業特別会計        資金不足なし 

③農業集落排水事業特別会計      資金不足なし 

 

Ⅲ．監査委員の意見 

 

 別紙意見書のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年８月１９日 

  

 

 

 

 金山町長 佐 藤 英 司 殿 

 

 

                 金山町監査委員 丹 洋 一 

 

  

                 金山町監査委員 栗 田 保 則 

 

 

令和３年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率に伴う 

審査意見について 

 

 

 このことについて、別紙のとおり提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書 

 

１． 審査の根拠 

 

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成１９年６月２２日法律第９

４号)第３条第１項により、次のとおり意見を提出する。 

 

２． 審査の概要 

 

健全化判断比率の審査は、７月１１日に提出された令和３年度決算におけ

る健全化比率、資金不足比率についての基礎事項を記載した書類が適正であ

るかを主眼として実施した。 

 

３． 審査の結果 

 

令和３年度決算における健全化比率、資金不足比率の算定については、「地

方公共団体の財政の健全化に関する法律」における健全化判断比率を算定す

るための様式に関する記載要領に基づき審査したところ、適切に漏れなく算

定されていると認められる。 

 

４．個別意見 

 

（１） 健全化判断比率について 

「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」については、対象となる全ての

会計で実質収支の黒字や剰余額があり「実質赤字なし」となっている。 

算定内容を分析した結果、「実質公債費比率」は、貸工場建設や認定こど

も園めごたま園舎建設等の大型ハード事業が落ち着き、過疎対策事業債の

発行が平準化され、償還額が落ち着いたため昨年度並みの数値となった。

加えて、「将来負担比率」は基金残高の回復による「充当可能財源」の増加

や、地方債残高の減少により令和２年度決算時より大幅に下回っている。 

令和３年度決算ベースでは各比率とも基準内であり問題はないが、当町

の場合、「将来負担比率」及び「実質赤字比率」について、特に「基金残高」

の在り方が大きな影響を与えるものと見込まれる。 

将来負担軽減を見据えた財政運営においては、災害等の有事に対する十

分な緊急対応や福祉行政サービスの安定な提供が損なわれることのないよ

う、歳入規模に適した経常経費の見直しを引き続き実施し、実質赤字比率

が発生しないよう財政健全化に努めていただきたい。 

  



（２）資金不足比率について 

適用となる公営企業は、上水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水

事業の３事業であるが、全 

ての会計で繰越金や内部留保資金等の剰余額を有していることから「資

金不足なし」となっている。 

  

 （３）全体として 

新型コロナウイルス感染症の影響が今後も長引くことが想定されること

から、行政のデジタル化や新生活様式への対応など「ウィズ・コロナ」を

意識した行政サービスの提供が求められている。 

町民の福祉サービスに財政悪化の影響が出ないよう、前述のとおり、第

一に歳入規模に適した行政サービスと公共施設の在り方について引き続き

見直しを要するものと考える。 

さらに、事業見直しの考え方としては、その進捗状況について積極的に

町民に情報を提供し透明性を確保することに加え、一方的なサービスの縮

小だけでなく、人口等の動向を客観的な根拠とし、現在だけでなく今後見

込まれる将来のニーズを捉え、総体的な町民サービスの向上が図られる事

業を実施していただきたい。 


